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 橿原市一般廃棄物処理施設長期包括運営委託事業者選定委員会 議事録 

会 議 名 第三回 橿原市一般廃棄物処理施設長期包括運営委託事業者選定委員会 

開催日時 令和 5 年 10 月 20 日（水） 午後 1：30～3：00 

開催場所 クリーンセンターかしはら 3 階 研修室 

出席委員 荒井委員、安田委員、荒川委員、堀内委員、高橋委員    以上５名 

欠席委員 なし 

事 務 局 環境部：広瀬副部長、新田副部長 

環境政策課：吉川（光）課長、西村課長補佐、中本主査 

環境施設課：吉川（善）課長、藤田主査 

資源循環課：瀬尾課長、西尾課長補佐、塩野副統括 

次  第 １．開会 

２．報告事項 

（１）第二回委員会議事録の確認 

（２）これまでの経過について 

３．審議事項 

（１）技術提案書の確認について 

（２）応募者ヒアリングの手順について 

  （３）総合評価の手順について 

４．確認事項 

次回の委員会について 

５．閉会 

 

 

（配布資料） 

次第 

【資料１】 これまでの経過について 

 【資料２】 ヒアリング実施要領（案） 

 【資料３】 非価格要素審査 採点表・集計表 

 【資料４】 評価シート（案） 

会議の公開/非公開 非公開 

担当部署 

（事務局） 

環境部 環境政策課 

〒634-8586 奈良県橿原市八木町 1-1-18 

TEL：0744-47-3511 ／ FAX：0744-24-9716 

E-mail：kankyoseisaku@city.kashihara.nara.jp 
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次第１：開会 

事務局より、委員会開会を宣言。 

会長より、委員会開会にあたっての挨拶。 

 

次第２：報告事項 

○ 第二回委員会議事録の確認 

第二回委員会議事録案について、事務局より報告。 

 

〔委員一同〕 

事務局案について了承。 

 

○ これまでの経過について 

資料１を用いて事務局より報告。 

 

＜以下、本議題における質疑内容＞ 

なし。 

 

次第３：審議事項 

○ 技術提案書の確認について 

下記の点について意見交換が行われた。 

・疑問点の確認方法 

・提案内容の履行義務 

・運営体制と事業計画の整合 

・自主管理値の評価 

 

意見交換の後、会長より各委員に向けて、次回委員会までに各自で技術提案書の事前審査を

しておくよう依頼がされた。 

 

○ 応募者ヒアリングの手順について 

資料２を用いて事務局より説明 

 

＜以下、本議題における質疑内容＞ 
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（委員） 

技術点の採点はどの部分で行うのか。 

（事務局） 

16:45 のヒアリング終了後、15 分程度の時間の中で行っていただくことを想定していま

す。 

 

〔委員一同〕 

事務局案について了承。 

 

○ 総合評価の手順について 

資料３、資料４を用いて事務局より説明 

 

＜以下、本議題における質疑内容＞ 

 

（委員） 

当日ヒアリングを行ってからの採点では大変だと思う。 

（事務局） 

各委員において、事前配布しております紙の評価シートに一旦仮採点をしていただきま

す。仮採点の評価シートは各委員の手持ち資料であり、事務局への提出は不要です。仮採

点を参考にヒアリングを行い、最終的な採点を行っていただきます。 

 

（委員） 

非価格要素審査で 60%(42点)未満となった応募者は、価格審査は行わないのか。 

（事務局） 

あくまで落札者を選定する際の非価格要素審査の条件であるため、価格審査を行わない

ということではありません。 

（委員） 

非価格要素審査、価格審査ともに進めていくということで理解した。最終的に集計した際

に、委員間で意見交換は必要かもしれない。 

 

（委員） 

ある程度想定質問として整理されたものはないのか。それぞれの委員が質問すると時間

が不足するようにも思われる。 
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（事務局） 

ヒアリングの前に 30分ほど時間を設けておりますので、そこで各委員で質問を持ち寄り、

調整等を行っていただく想定です。 

 

〔委員一同〕 

事務局案について了承。 

 

次第４：確認事項 

○ 次回委員会の開催日程について 

事務局より説明。 

 ・次回委員会の開催は 11月 2日を予定している。 

 ・応募者ヒアリング、総合評価を行う。 

 ・ヒアリング当日までに各自で事前採点しておいていただけると、当日の本採点がスムー

ズに進められるため、委員の皆様には事前に配布している採点表にて対応をお願いす

る。当日は改めて採点表を配布する。 

 ・第 5回委員会は 11月 28日を予定している。 

  

次第５：閉会 

会長の閉会宣言により、閉会。 

 

 

 


